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実線：都市計画道路として決定

3-4 都市計画の決定の経緯（中城御殿跡）
昭和35年に、大中町内の細街路８路線における都市計画決定において、現道より西側に拡幅する
計画で道路区域が定められました。
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青線：龍潭公園の廃止

赤線：首里城公園に編入
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黒線：現道

赤線：都市計画道路の境界に合わせて決定

3-5 都市計画の決定の経緯（中城御殿跡）
昭和62年に、龍潭公園を廃止のうえ首里城公園が中城御殿跡を区域に含み都市計画決定されま
した。このとき、東側は将来拡幅が予定されている都市計画道路の境界に合わせて決定されました。
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